
南魚沼市・湯沢町ＮＥＴ１１９緊急通報システム運用要綱 

 
 

(趣旨) 

第 1条 この要綱は、音声による通報が困難な聴覚障害者等が、ＮＥＴ１１９緊急通報シ

ステム（以下「ＮＥＴ１１９」という。）を利用するにあたり、必要な事項を定める

ものとする。 

(用語の定義) 

第 2条 この要綱において「ＮＥＴ１１９」とは、聴覚・言語障がい者などの音声による

通話が困難な者が、自ら保有するＧＰＳ機能付き携帯通信端末（インターネット機能

を利用することができる携帯電話、スマートフォン等の通信機器をいう。以下「携帯

通信端末」という。）を利用して、消防機関へ緊急通報を行うシステムをいう。 

(利用対象者) 

第 3条 ＮＥＴ１１９の利用対象者は、南魚沼市消防本部管内に居住又は通勤若しくは通

学し、かつ、次の各号のいずれかに該当する者とする。 

(1) 聴覚機能、言語機能又はそしゃく機能の障がいにより音声で会話することが困難

である者で、文字情報等による意思疎通が可能な者 

(2) 前号に定める者の他消防長が特に認める者 

(登録の申請) 

第 4条 ＮＥＴ１１９の利用を希望する者は、あらかじめ、ＮＥＴ１１９緊急通報システ

ム利用登録・変更・廃止申請書兼同意書（様式第１号。以下「申請書件同意書」とい

う。）を消防長に提出するものとする。 

(登録) 

第 5条 消防長は、前条の規定による申請があったときは、登録の可否を判断し、適当と

認めるときは、当該申請者の申請内容をＮＥＴ１１９に登録する。 

(登録通知) 

第 6条 消防長は、前条の規定により登録をしたときは、その旨を電子メールにより、申

請者に通知するものとする。 

(登録内容の変更) 

第 7条 前条の規定により登録を受けた者（以下「登録者」という。）は、次のいずれか

に該当するときは、申請書を消防長に提出しなければならない。 

(1) 申請書に記載した事項に変更が生じたとき。 

(2) 利用する携帯通信端末を交換したとき。 

(3) ＮＥＴ１１９の利用を中止するとき。 

(登録の取消し) 



第 8条 消防長は、登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録者の登録を

取り消すものとする。 

(1) 前条第 3号の規定による届出があったとき。 

(2) 不正な申請等が認められたとき。 

(3) 転居、死亡その他の事由により、第 3条第 1項に規定する規定する対象者でなく

なったとき。 

(利用料) 

第 9条 ＮＥＴ１１９の利用料は、無料とする。ただし、ＮＥＴ１１９の利用に係る通信

費用は、利用者が負担するものとする。 

(個人情報の保護) 

第 10条 消防長は、システムの登録等で知り得た個人情報について、南魚沼市個人情報

保護条例（平成 17年 6月 23日条例第 20号）に基づき、登録の際に取得した個人情報

の保護及び管理をしなければならない。 

(補則) 

第 11条 この要綱に定めるもののほか、ＮＥＴ１１９の利用に関し必要な事項は、消防

長が別に定める。 

附 則 

この要綱は、令和 4年 7月 1日から施行する。 


